
公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

１　基本情報（現年７月１日現在）

２　出資等の状況（直近の決算現在）

（単位：千円）

※「出資等」とは、地方自治法に基づく「出資又は出捐」をさします。

※「資本金等」とは、地方自治法に基づく「資本金、基本金その他これらに準ずるもの」をさします。

【内訳】（直近の決算現在）

※四捨五入の影響で、割合の合計が100％にならないことがあります。

※一定の同質性がある場合や割合上位５者以外は、まとめていることがあります。

※まとめた場合、順位は「―」としており、まとめた者の中で最も高い出資割合は備考をご覧ください。

当初設立
年月日

設立の経緯
団体の略歴

出資等の合計

資本金等の金額

出資等した者

千葉県

その他○者

資本金等以外の金額

出資等の対象の区分

0

0

0

0

　千葉県住宅供給公社は、住宅を必要とする勤労者に対し、住宅
の積立分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及びその用
に供する宅地を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増
進に寄与することを目的とする。

0

010,000

左記全体に
占める割合

100.00%

定款に定める
設立の目的

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

0

0

団体名 （県）所管所属

代表者
職氏名

電話番号

10,000

左記割合の
順位

1位

位

直近の決算
承認日

所在地

県土整備部都市整備局
住宅課

043-223-3226

令和6年5月24日

千葉県住宅供給公社

理事長　吉田　篤史

千葉市中央区栄町1番16号

043-227-5161

https://www.chiba-kousya.or.jp

昭和40年11月1日（前身団体　昭和28年1月24日）

【設立趣意等の経緯】

　地方住宅供給公社法に基づき、住宅を必要とする者に対し居住
環境良好な積立分譲住宅、賃貸住宅等を供給し、県民の住生活の
安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として設立された。

【略歴】
S28.1 　財団法人千葉県住宅協会として発足
S40.11　千葉県住宅供給公社に改組

備考

該当なし

該当なし

電話番号

団体ＨＰの
ＵＲＬ

資本金等の
金額（千円）

10,000

0

1．千葉県住宅供給公社は、今後も事業を継続し
ていくため、令和6年3月に事業別の収益増対策及
び経費削減策に取り組むことなどを目的に第三次
中期経営改善計画（令和6年度から10年度まで）
を策定しました。

2．分譲事業においては保有土地の早期処分を進
めるとともに、賃貸管理事業においては長期的に
安定した収益を確保することに努めます。また、
県営住宅管理事業では「県営住宅管理代行業務」
や「滞納家賃等収納業務」について適正な執行に
取り組みます。

3．これらにより、千葉県や住宅金融支援機構へ
の確実な債務弁済を図り、債務超過額の縮減を図
ることとしています。

資本金等以外の
金額（千円）

経営方針（団体代表者が記入）

0

位

位

位

00.00%0 ―
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

３　団体の主な事業（直近の決算現在）

27,088 千円 35,126 千円 0 千円 62,214 千円 0 千円 0 千円

千円 124,151 千円

【事業４】名称：賃貸店舗等管理事業 【事業区分】 収益事業

【事業内容・実績】
　地域住民の利便性向上のため、団地内の商業施設など賃貸施設の管理運営を行う。
　令和6年度管理戸数：7団地　賃貸施設26戸　駐車場162区画

【公共性・公益性】
　公社が造成、建設した商業施設などを管理運営することにより、地域住民の利便性と生活の向上に寄与していること、及び、県
企業局から土地を借用し駐車場用地として賃貸管理を行うことにより、周辺地域の駐車場不足の解消に寄与している。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

有（近都県内） 補足説明 民間賃貸事業者 無

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

千円

【事業収支】

423,044

補足説明 民間賃貸事業者 無

【事業２】名称：県営住宅管理事業（管理代行業務） 【事業区分】 公益目的事業

【事業内容・実績】
　県営住宅及び県営住宅に係る共同施設について、県に代わって管理を行う。
　令和6年度管理戸数：144団地　19,227戸

【公共性・公益性】
　公営住宅法に基づき、県営住宅の管理を県に代わって実施することで、住宅に困窮する低額所得者等に対する居住支援施策の推
進を図るとともに、入居者の募集・決定から退去までを一元的に管理することによる入居者へのサービス向上及び県の事務の合理
化に寄与している。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】

該当なし 有（委託料）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

2,278,446 千円 0 千円 2,693,680 千円 2,693,680

【事業１】名称：公社賃貸住宅管理事業

【事業内容・実績】
　個人向けの賃貸住宅の提供を行う。
　令和6年度管理戸数：6団地　1,072戸

【公共性・公益性】
　中堅勤労者向けに賃貸住宅を供給することで、県民の生活の安定と住環境の向上を図るほか、県営住宅と公社賃貸住宅の一体的
管理による入居者の個々の事情を踏まえた適切な住宅の斡旋など、県民の住生活の安定にも寄与している。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

【事業区分】 収益事業

【事業支出】

【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし

千円

【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

415,234 千円

有（委託料）

【外部収入】

508,529 0 931,573

有（近都県内）

0

うち県からの収入うち行政からの収入

0 千円千円千円千円千円

【内部収入】

【事業収支】

2,693,680 千円

【事業３】名称：県営住宅管理事業（滞納家賃等収納業務） 【事業区分】 公益目的事業

【事業内容・実績】
　県営住宅の入居者のうち短期滞納者及び退去滞納者のうち県内居住者を対象として、催告・指導、県営住宅使用料の窓口収納、
徴収員による臨戸徴収、生活保護受給者の住宅扶助費の代理納付業務等を県に代わって行う。
　令和6年度実績：電話催告 13,876件、催告 33,248件、窓口収納 44件（1,682千円）、臨戸徴収 13,636件（284,120千円）、代理
納付 15,887件（320,882千円）

【公共性・公益性】
　公営住宅法に基づく県営住宅の管理業務と一体的に行うことで滞納家賃等収納業務を効率的かつ適切に遂行することにより、県
営住宅使用料の収入確保と入居者の便益に寄与している。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

無 補足説明

124,151 千円 0 千円 0 千円 124,151 千円 124,151
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

３－２　団体の主な事業（直近の決算現在）

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】 【県の財政支出の有無】

無 補足説明 該当なし 有（委託料）

【事業収支】 【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】 うち行政からの収入 うち県からの収入

20,010 千円 57,155 千円 0 千円 77,165 千円 72,492 千円 72,492 千円

【事業５】名称：業務受託事業 【事業区分】 収益事業

【事業内容・実績】
　県などからの委託に基づき、県営住宅の工事監理業務などを行う。

【公共性・公益性】
「千葉県県営住宅長寿命化計画」に基づき、県営住宅の計画的な活用・維持管理に寄与していること、及び住宅・宅地に関する諸
問題の相談に応じるため、「住まい情報プラザ」を開設し、情報の提供に寄与している。
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

４　県の関与等の現状に関する見直し（現年７月１日現在　※ただし、（４）（６）は直近の決算現在）

【名称】

【内容】（金額：○○千円）
○○○○

【必要性】

02県が負担【諸手当等を除く給料・報酬の負担者・人数】

【役職・業務内容】
・技術職員：県営住宅の管理業務（維持補修業務）を行っている。

【派遣等の必要性】
　住宅供給公社は、県の住宅行政の補完的業務を行っており、事業を推進するための適切な助言、指導を
行う役割の職員の派遣が必要である。

（６）運営費補助や赤字
補填等を目的とした財政
支出の名称、内容及び必
要性

名

※該当ない、該当が１つ
しかない場合は、２つ目
以降の表は行ごと削除

【名称】

【県が出資等した当初の目的】
　地方住宅供給公社法に基づき、住宅供給公社を設立することで、住宅を必要とする者に対し、居住環境
良好な積立分譲住宅、賃貸住宅を供給し、県民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と
して出資した。

【関係を維持する現在の意義】
　住宅用土地の分譲事業、所有する賃貸住宅等の提供、低所得者向けの県営住宅の管理代行を行い、住宅
行政を補完していることから、出資を維持する意義はある。また、県営住宅の管理代行は、公営住宅法に
より地方住宅供給公社でなければできない業務であることから、出資を維持する意義はある。

【県が関与の理由としている事業のうち、他の担い手が存在している事業】
事業２　公社賃貸住宅管理事業、事業３　県営住宅管理事業（管理代行業務）、事業４　県営住宅管理事
業（滞納家賃等収納業務）

【他の担い手が存在している場合であっても関係を維持する意義】
　県営住宅は所得の上限が定まっている。上限を超える県民に対しては、提供する県所有の住宅がないた
め、公社賃貸住宅は県行政を補完している。また、地方自治法の指定管理制度では、行政判断を行うこと
ができないと解されているが、管理代行制度では、申請書類の受付から、決定などの事務をワンストップ
で行え、行政サービスの向上につながっており、滞納家賃等収納業務についても、管理代行業務と一体的
に行うことで、県営住宅使用料の収入確保と入居者の便益に寄与することから、出資を維持する意義はあ
る。
　住宅供給公社は、平成18年度から10年以上管理代行を行ってきており、ノウハウが蓄積されていること
から、県が直営で行う場合、しばらくの間は、経費増等が想定でき、また、しばらくの間は、迅速な処理
が困難と想定されるため、出資を維持する意義はある。
　公社賃貸住宅は約千戸あり、同程度の住宅を県で建設する場合、相当額の建築費用が必要と見込まれる
ことから、出資を維持する意義はある。

（３）県が自ら施策を実
施することその他の事業
手法と費用対効果を比較
して、出資又は出捐関係
を維持する意義

（１）当初の目的を踏ま
えつつ現在において必要
性を問い直してもなお、
出資又は出捐関係を維持
する意義

（２）類似団体や民間団
体などの他の担い手が存
在している場合において
もなお、出資又は出捐関
係を維持する意義

名県以外が負担

　住宅供給公社は、(財)千葉県住宅協会を改組して設立された団体であり、組織変更した場合は、基本財
産の額が出資の額となる（地方住宅供給公社法の施行について（通達）昭和47年7月17日付け住発第239
号）。県の出資額（1,000万円）は、その基準に基づくものであることから、妥当である。

※該当ない、該当が１つ
しかない場合は、２つ目
の表は行ごと削除

（４）県が関与の理由と
している事業が関係する
県計画等の主な達成状況

※該当ない、該当が２つ
しかない場合は、３つ目
の表は行ごと削除

（７）団体に勤務する県
現職者の役職・業務内容
と派遣等の必要性

（５）資本金等に占める
県の出資若しくは出捐の
割合又は金額の妥当性

【指標と事業の関係性及び達成状況】

【計画等名】
○○（対象期間：○～○）

【計画等名】
○○（対象期間：○～○）
【指標名】
○○（単位：○○）

基準（○年度） 実績（○年度） 目標（○年度）

【内容】（金額：○○千円）
○○○○

【必要性】

【名称】

【内容】（金額：○○千円）
○○○○

【必要性】

【指標名】
○○（単位：○○）

【指標と事業の関係性及び達成状況】

基準（○年度） 実績（○年度） 目標（○年度）

4/12



公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

５　関与方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

・経営監理委員会、立入検査、公社理事会（部長級職員が非常勤理事に就任）などにより、経営健全化を指導して
いく。
・分譲事業については、圧密沈下などにより処分が遅れている区域があり、再整備に係るコストに注視しながら、
早期に処分できるよう支援していく。
・公社賃貸住宅管理事業については、一部団地の老朽化による維持管理費の増額に留意しながら、高い入居率を維
持していけるよう県の広報部門と連携して募集案内の周知を行い、また、公社において各種キャンペーンを行うな
ど、安定した利益をあげていくよう指導していく。
・退職者不補充の方針により職員数を削減できたが、職員の多くに退職時期が近づき、組織の維持に問題が生じる
懸念があることから、経営状況を勘案しながら、職員の新規採用を支援していく。また、必要性を十分に勘案しな
がら、県職員を派遣していく。
・令和4年度から県営住宅の家賃の短期滞納者等に係る収納業務を委託しているが、県と共同して滞納対策に取り組
み、滞納者数及び滞納額の縮減に努め、公社が継続して業務を受託できるよう指導していく。

・分譲事業については、茂原緑ヶ丘の一部に圧密沈下などにより処分保留となった区域がある。当該区域の処分の
ためには、再整備が必要であることから、経営状況を勘案しながら進めていく必要がある。
・公社賃貸住宅管理事業については、高い入居率を維持し、安定した収益をあげている。今後、一部の団地につい
て、老朽化による維持管理費などが増加していくことが予見され、利益が縮小していく懸念がある。
・長期債務の弁済原資の一部となる繰越金については、裁判所提出計画や中期経営改善計画を上回る額を確保して
おり、直ちに弁済や経営が困難になることはない。公社の推計では、長期債務を弁済していくことは可能と見込ん
でいるが、保有土地の早期処分を進め、公社賃貸住宅の高い入居率を維持し、コスト削減するなど経営改善に努め
ていく必要がある。
・平成13年度から退職者不補充の方針により、職員の新規採用を抑制してきた。職員数は削減されてきたが、職員
の平均年齢が高年齢化し、年齢構成がアンバランス化していることから、対応していく必要がある。

①多額の長期債務を抱えているため、「経営監理委員会」において長期収支計画に基づく取組状況等の検証を行う
とともに、県として必要な支援を行いながら、債務縮減を求める。

②職員の高齢化が見られるため、安定的かつ持続的に事業が継続できるよう、人員体制の構築を求める。

・経営監理委員会を決算時（5月）、中間決算時（11月）、決算見込み時（3月）と年3回開催し、裁判所提出計画及
び中期経営改善計画の達成見通しについて、検証を重ねてきた。
・保有土地については、一団地を除き、処分が完了しており、緑ヶ丘団地5区画を売却した。
・公社賃貸住宅については、入居キャンペーンや周知活動に努め、平均97パーセントを超える高い入居率となっ
た。

関与維持（県と連携した経営改善）

（２）県とし
ての具体的な
取組　※

※　関与方針とは、令和４年１２月２７日策定の「公社等外郭団体関与方針」であり、「関与方針区分」や「県としての具体的な
取組」は、そこから転記しています。

（５）県とし
ての今後の対
応の方向性

（１）関与方
針区分　※

（３）取組実
績とその成果

（４）課題
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

５－２　経営健全化方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

※公社等外郭団体関与指針第５の１（２）に規定する次の法人に該当する場合で、要件の詳細は同細則４をご覧ください。

　・債務超過法人

　・実質的に債務超過である法人

　・近年の経常損益の状況から赤字が累積し、近い将来、債務超過に陥る可能性が高い法人 

　・県が多大な財政的リスクを有する法人

（６）策定の理由に関係する決算数値等の状況

※1「純資産」がマイナス（▲）の場合、債務超過を意味します。

※2「標準財政規模」とは、地方交付税に係る国の基準に基づき算出される各自治体の標準的な財政規模です。

　　なお、経営健全化に係る国の基準では、県にとって多大な財政リスクを有するのは比率が3.75％以上の場合です。

21,027,934

方針策定時の
判断対象決算
（R4年度）

▲ 3,490,531

355,598

232,219

230,661

0

0.00%

▲ 3,251,284

385,767

278,121

239,247

直近決算
（R6年）

▲ 2,920,007

372,798

県の標準財政規模※2と比較した
上欄の損失補償等の比率（％）

長期債務額（千円） 25,179,931

0.00%

25,179,931

0.00%

・経営監理委員会、立入検査などにより、公社の経営健全化を指導していく。
・分譲事業については、圧密沈下などの再整備に係るコストを注視しながら、早期に処分できるよう支援してい
く。
・公社賃貸住宅管理事業については、一部団地の老朽化による維持管理費の増加に留意しながら、各種キャンペー
ンの実施などにより、高い入居率を維持し、安定した収益をあげていくよう指導していく。
・退職者不補充の方針により職員数を削減できたが、職員の多くに退職時期が近づき、組織の維持に問題が生じる
懸念があることから、職員の新規採用を支援していく。また、必要性を十分に勘案しながら、県職員を派遣してい
く。
・令和4年度から県営住宅の短期滞納者に係る収納業務を公社へ委託しているが、県と共同して滞納対策に取り組
み、滞納者数及び滞納額の縮減に努め、公社が継続して業務を受託できるよう指導していく。

（５）県とし
ての今後の対
応の方向性

（２）団体が
実施した経営
健全化のため
の具体的な取
組

（３）県が実
施した財政的
なリスクへの
対処のための
具体的な取組

（４）課題

（１）策定要
件の該当性※

前年度決算
（R5年）

329,790

331,277

0

0.00%

22,411,933

0

前々年度決算
（R4年）

▲ 3,490,531

355,598

232,219

230,661

0

債務超過法人

・第一次中期経営改善計画（平成23年～平成30年）により、保有土地の処分を促進し、公社賃貸住宅の高い入居率
を維持し、給与制度を見直し、人員を削減し、黒字を維持した。
・第二次中期経営改善計画（平成31年～令和5年）により、保有土地の処分を促進し、公社賃貸住宅の高い入居率を
維持し、県営住宅の管理代行業務においては、県民へのサービス向上に努め、人件費の削減に努めた。
・第三次中期経営改善計画（令和6年～平成10年）により、公社賃貸住宅の高い入居率を維持し、黒字を維持した。

・住宅供給公社が毎月開催している定例会議に出席し、分譲事業、公社賃貸住宅管理事業、県営住宅管理事業に係
る進捗状況を確認し、加えて、地方住宅供給公社法に基づく立入検査を実施している。
・県の関係課による横断的な組織として、副知事をトップとする経営監理委員会を設置し、年3回（5月（決算）、
11月（中間決算）、3月（決算見込み））開催し、経営再建を支援している。

・分譲事業は、処分が遅れている。また、地盤変位などにより処分を保留している区域があり、処分のためには再
整備が必要なことから、経営状況を勘案しながら再整備を進めていく必要がある。
・公社賃貸住宅管理事業については、高い入居率を維持し、安定した収益をあげてきたが、今後、一部の団地につ
いて、老朽化による維持管理費などの増加が予見され、利益が縮小する懸念がある。
・長期債務の弁済原資の一部となる繰越金については、裁判所提出計画や中期経営改善計画を上回る額を確保して
おり、直ちに弁済や経営が困難になることはない。公社の推計では、長期債務を弁済していくことは可能と見込ん
でいるが、債務超過の状況が続いていることから、保有土地の早期処分を進め、公社賃貸住宅の高い入居率を維持
し、コスト削減するなど経営改善に努めていく必要がある。
・退職者不補充の方針により、職員数は削減されてきたが、職員の平均年齢が高齢化し、年齢構成がアンバランス
化していることから、対応していく必要がある。

決算見込み
（R7年）

▲ 2,613,695

358,929

337,644

327,301

決算数値の名称（単位）

純資産（千円）※1

営業損益（千円）

経常損益（千円）

当期純損益（千円）

損失補償、債務保証及び短期貸付の額
（千円） 0

23,795,932
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

６　地方自治法に基づく監査の状況（既に公表されている監査結果等）

（１）財政的援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項）

※1「監査結果」の「指摘事項」「注意事項」は県報別冊「監査結果」（いわゆる監査報告書）の内容を記入しています。

※2「措置の内容」は県報別冊「監査の結果に係る措置の通知の公表」（いわゆる措置公表）の内容を記入しています。

無

監査結果　※1 措置の内容　※2

【指摘事項】
　令和3年度決算において、186,837,303円の
当期純利益を計上したものの、依然として
3,721,192,127円の債務超過となるなど極めて
厳しい経営状況にあることから、引き続き経
営の改善に努めること。

千葉県住宅供給公社（以下「公社」という。）は、裁判所計画に基づき債務を確実
に履行するため、平成23年度に策定した中期経営改善計画に引き続き、平成30年度
に第二次中期経営改善計画（計画期間：令和元年度～5年度）を策定し、分譲事業
（千葉ニュータウン、池花、茂原、南流山）、賃貸事業、その他事業を実施するこ
とで、現在まで返済計画どおり債務を履行しながら債務超過額を縮減してきてい
る。
県では、公社の指導監督機関として設置された副知事を委員長とする「千葉県住宅
供給公社経営監理委員会」を年3回開催し、経営状況を監視しながら必要な指導及び
助言を行っている。
分譲事業においては、引き続き保有宅地の早期処分に努め、賃貸事業においては、
公社賃貸住宅の入居率の維持を図ることにより、事業収支の改善を図るよう指導し
た。
また、修繕工事費、人件費などの経営コストの縮減にも取り組むよう指導した。
この結果、令和4年度決算については、公社保有宅地の処分や公社賃貸住宅の収益に
よって230,661,171円の当期純利益を計上し、債務超過額を縮減したところである。

【注意事項】
　賃貸管理事業における令和3年度末の未収家
賃は、21,435,495円であり、依然として多額
となっていることから、債権管理に万全を期
し、早期回収に努めること。

県から公社に対し、未収家賃等の早期回収に努めるよう要請した。
公社では、3か月未満の短期滞納者に対して、①滞納早期での督促を継続強化し、
②民間の家賃保証会社の利用を促進することで、早期回収に努めた。
また、3か月以上の長期滞納者に対しては、公社が返済困難と判断した場合には自主
退去を促し、応じない場合は法的手続を行った。
退去した滞納者についても追跡調査を行い、支払いが滞っている者に対して、預金
口座や給与の差押え等を行ったほか、回収困難な滞納者については、債権回収を専
門とする法律事務所に業務を委託し、未収家賃等の縮減に努めた。
その結果、令和4年度末の未収家賃等は18,941,615円となり、前年度末より
2,493,880円減少した。

【注意事項】
令和5年度決算において、2億3,900万円余りの
当期純利益を計上したものの、なお32億5,128
万円余りの債務超過の状態となっており、依
然として厳しい経営状況が続いている。一
方、借入金の返済については裁判所提出計画
どおりに行われており、加えて第二次中期経
営改善計画の目標経営指標に対する実績や各
種事業の実績が計画を上回るなど、経営改善
に向けた取組の成果は確認できる。
今後も債務超過の解消に向けて、新たに策定
した第三次中期経営改善計画に沿って収益増
の取組等を行い、経営の改善に努めること。

措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日

措置の内容　※2

　作成日現在で非公表

　作成日現在で非公表

監査実施の有無

１つ前の実施年月日 令和5年11月7日 措置の公表年月日 令和7年1月23日 監査実施の有無 無

監査結果　※1 措置の内容　※2

【指摘事項】
　令和4年度決算において、2億3,066万円余り
の当期純利益を計上したものの、依然として
34億9,053万円あまりの債務超過となるなど極
めて厳しい経営状況にあることから、引き続
き経営の改善に努めること。

千葉県住宅供給公社（以下「公社」という。）は、裁判所計画に基づき債務を確実
に履行するため、平成23年度に策定した中期経営改善計画に引き続き、平成30年度
に第二次中期経営改善計画（計画期間：令和元年度～5年度）を策定し、分譲事業
（千葉ニュータウン、池花、茂原及び南流山）、賃貸事業その他事業を実施するこ
とで、現在まで返済計画どおり債務を履行しながら債務超過額を縮減してきてい
る。
県では、公社の指導監督機関として設置された副知事を委員長とする「千葉県住宅
供給公社経営監理委員会」を年3回開催し、経営状況を監視しながら必要な指導及び
助言を行っている。
分譲事業においては、引き続き保有宅地の早期処分に努め、賃貸事業においては、
公社賃貸住宅の入居率の維持を図ることにより、事業収支の改善を図るよう指導し
た。
また、修繕工事費、人件費などの経営コストの縮減にも取り組むよう指導した。
この結果令和5年度決算については、公社保有宅地の処分や公社賃貸住宅の収益に
よって2億3,924万円余りの当期純利益を計上し、債務超過額を縮減したところであ
る。

【指摘事項】
内部けん制体制の不備により、過年度の取引
において公社職員が架空・水増し請求事件を
起こした事例が認められた。
今後は新たに導入した工事完了後の現場確認
制度を実施するとともに、発注から工事完了
までの一連の業務について複数の者がチェッ
クを行うなど再発防止策を着実に実行するこ
と。

令和4年12月9日 措置の公表年月日 令和5年11月28日 監査実施の有無

監査結果　※1

【注意事項】

２つ前の実施年月日

無直近の実施年月日 令和6年12月20日
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（２）包括外部監査（地方自治法第２５２条の３７第４項等）

※該当がある場合は、直近１年度分を記入しています。

監査テーマ
県及び出資団体の土地開発事業の財務に関する事務の執行及び千葉県企業庁の経営に係る事業の管理につい
て

該当の有無 有

平成19年度 ①平成23年2月1日　②平成22年2月2日

監査結果
※以下のリンク先をご覧ください

措置の内容
※以下のリンク先をご覧ください

実施年度 措置の公表年月日

https://www.pref.chiba.lg.jp/kansa/chousei/gaibu/documents/
2h19zen.pdf

①https://www.pref.chiba.lg.jp/kansa/chousei/gaibu/documents/h23-2-1.pdf
②https://www.pref.chiba.lg.jp/kansa/chousei/gaibu/documents/h220202.pdf
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

７　組織運営等の状況（直近の決算現在）

（１）理事会等の状況

※「開催回数（書面）」では、延べ開催回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数（書面）」では、定例的に開催している回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数の平均出席率」では、書面開催を除く各回の理事等の出席率（出席者の数÷全構成員の数）を計算し、

　その和の平均（出席率の合計÷書面開催を除く定例回数）を計算して計上しています（百分率で小数点第１位を四捨五入）。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

（２）監査の状況

※監査又は会計に識見を有する者の詳細は、公社等外郭団体関与指針細則７をご覧ください。

（３）採用している会計基準

（４）財務諸表等の作成・公表・備置の状況

※「公表」とは、団体のホームページや、その他法令で定める方法により公表することです。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

定例回数
（書面）

4（1）

開催状況

備置義務の
有無

備置の有無

無

有

有 有 無 有 無 有

有 有

有 有 無 有 無 有

名称
その
他欄

作成義務
の有無

作成の有無
公表義務
の有無

公表の有無
備置義務
の有無

無

有

無

無 有

有 有

その他（右欄に名称を記載）

有

監事又は監査役
としての就任

実施の有無

無 無

無 有 無

有

無 無 無 無 無 無

無 有 無 有 無

無 無

財産目録

事業計画書

収支予算書

役職員の報酬及び給与に関する規程

有 有 無 有 無

有

無 有 無 無 無 有

有

有 有 無 有 無 有

有 有 無 有 無

有

無 有 無

無

無 有 無 有 無 有

無 有 無 無 無

情報公開に関する規程

業務の委託方法に関する規程

資金運用に関する規程

個人情報保護に関する規程

有

有 有 無 有 無 有

有 有 無 有 無 有

有 有 無

有無 有 無 無 無

有 有

理事会等の状況

理事会又は取締役会

議事録

定例回数の
平均出席率

作成義務の
有無

作成の有無

5 5（2） 100% 有

義務回数

事業報告書

貸借対照表

正味財産増減計算書等又は
損益計算書若しくはその要旨

キャッシュフロー計算書

附属明細書

内部的な
監査

外部的な
監査

開催回数
（書面）

社団法人の構成員である
社員の名簿

義務の有無 就任の有無 実施している外部的な監査の内容

該当なし

該当なし

補足事項

地方住宅供給公社会計基準

備置の有無

監査の状況
（行政による監査等は除き、

団体主体のものに限る）

公認会計士又は監査法人

監査又は会計に識見を有する者

財務諸表等の名称

定款

役員名簿
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

８　役職員等の状況

（１）常勤の役職員数 （単位：人） （各年度７月１日現在）

常勤役員数 ①～⑤の和

プロパー ①

民間人材　※1 ②

県退職者 ③

県現職者 ④

その他 ⑤

常勤職員数　※2 ⑥～⑨の和

プロパー ⑥

県退職者 ⑦

県現職者 ⑧

その他 ⑨

※1 「民間人材」とは、プロパー、議員、自治体の首長、行政職員（退職者を含む）等ではない外部の人材です。

※2 「常勤職員」とは、正規・非正規を問わず、団体が常勤職員として雇用している方です。

（２）常勤役職員の平均年収等の状況

※この表は実人員数に基づいて記入しています。

　実人員数とは、ある年度中の毎月1日現在の役職員数を合計して12か月で割り、小数点第2位を四捨五入しています。

※該当者が１名しかいない場合、個人情報保護の観点から平均年齢・年収は「＊」となっています。

９　中長期的な計画や達成目標となる指標の策定状況（直近の決算現在）

人数（内数：県退職者及び県現職者）

平均年齢

平均年収

人）

0

1 1

0 0 0 0 0

現年度
（R7年）

3 3 3 3 3

項　目
直近４年度前
（R3年）

直近３年度前
（R4年）

前々年度
（R5年）

前年度
（R6年）

73 90 88 86 88

47 49 47 46 45

4,718 4,905

例：4～6月（3か月間）の役員数が5名、7～12月（6か月間）が6名、1～3月（3か月間）が5名であった場合は、
（15人＋36人＋15人）/12か月=5.5人となります。

平均年齢 54 54

1

22

策定年月日 令和6年3月25日

概要

指標の達成状況

特記事項

名称 公表方法

対象期間

2 3 3 2 2

2 2 2 2 2

0

2 2 2 2

1 1 1

歳

第三次中期経営改善計画

令和6年4月　～　令和11年3月

　公社が今後も事業を継続していくため、事業別の収益増対策及び経費削減策に取り組むことなどを目的に、
「第三次中期経営改善計画（令和６年度から１０年度まで）」を策定し、経営指標を以下のとおりとした。
・令和６年度から１０年度までの５年間で当期純利益は、１５億４１百万円とした。
・令和１０年度末の繰越金残高は、５６億５百万円とした。

　

該当なし

策定の有無

取組状況

　この計画における令和6年度当期純利益3億20百万円の目標達成に向けて以下のとおり事業を進めた。
　賃貸管理事業の賃貸住宅管理事業では、入居の促進に努め、賃貸施設管理事業と合わせて3億58百万円の事業
利益となりました。
　管理受託住宅管理事業では、適正かつ効率的な業務執行に努め、6百万円の事業利益となりました。
　その他事業では、工事監理受託業務等を実施し、9百万円の事業利益となりました。
　これらに、その他経常損益及び特別利益を加えた当期純利益は、第三次中期経営改善計画に比べ、11百万円
上回る3億31百万円となりました。

直近決算（R6年）

61 62

7,783 7,783

歳 歳

平均年収 千円 千円

常勤役員

常勤職員

3 人）2

歳

2

人数（内数：県退職者及び県現職者） 88 人（ 5 人） 86 人（

36 36 36 40

有

千円

0 0 0 0

0 0 0 0

4 人）

前年度決算（R5年）

団体ＨＰ掲載

項　目

千円

人（ 3 人（

単位：千円

区分/年度 R6決算 A R6中期 B 差額 A-B R7計画 C R7中期 D 差額 C-D R8計画 E R8中期 F 差額 E-F

当期純利益 331,276 319,763 11,513 0 0

繰越金残高 9,771,202 9,493,692 277,510 0 0

区分/年度 R9事業 G R9計画 H 差額 G-H R10画 I R10計画 J 差額 I-J

当期純利益 0 0

繰越金残高 0 0
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

１０　財務状況 （単位：千円又は％）

（１）貸借対照表

企業会計の場合 ※使用しない表は行ごと削除

（２）損益計算書

企業会計の場合 ※使用しない表は行ごと削除

（３）主な経営指標

企業会計の場合 ※使用しない表は行ごと削除

※純資産が「０」又は債務超過の場合、「自己資本比率」「有利子負債比率」は計算できません。

10.16% 当期純利益の増

流動比率（流動資産÷流動負債×100）

項　目

　うち繰越利益剰余金 ▲ 3,500,531 ▲ 3,261,284 ▲ 2,930,007

固定負債 26,341,975 24,826,690 23,320,430 ▲ 6.07%

　うち長期借入金 23,795,932 22,411,933

流動負債

直近増減率
（前年度比）

販売費及び一般管理費 130,038 116,691 138,985 19.11%

売上総利益 485,635 502,458 511,783 1.86%

売上原価 3,472,295 3,412,910 3,407,992 ▲ 0.14%

売上高 3,957,930 3,915,368 3,919,775 0.11%

項　目
前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

経常利益 232,218 278,121 329,790 18.58%

営業外費用 143,992 126,342 279,103 120.91%

営業外収益 20,613 18,696 236,095 1,162.81%

営業利益 355,597 385,767 372,798 ▲ 3.36%

税引前当期純利益 230,661 239,247 331,276 38.47%

239,247 331,276 38.47%

特別損失 1,727 38,874 1,174 ▲ 96.98%

当期純利益 230,661

特別利益 170 0 2,660 ―

自己資本比率（純資産÷（負債＋純資産）×100）

有利子負債比率（有利子負債残高÷純資産×100）

486.52%

― ― ―

388.04%

― ― ―

▲ 2,920,007 10.19%

　うち有利子負債 17,667,316 ▲ 7.26%20,435,314 19,051,315

負
債

法人税、住民税及び事業税額

特別利益の増等

該当なし

営業外収益の増等

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

該当なし

該当なし

0

457.91%

▲ 3,261,284 ▲ 2,930,007 10.16%

純資産合計 ▲ 3,490,531 ▲ 3,251,284

純
資
産

資本金 10,000 10,000 10,000 0.00%

負債合計 28,183,158 26,614,171

8,957,645

項　目
前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

直近増減率
（前年度比）

資
産

流動資産 8,184,980 7,617,177

9.82%

25,283,410 ▲ 5.00%

25,776 27,707 7.49%

▲ 4.28%資産合計

利益剰余金 ▲ 3,500,531

21,027,933 ▲ 6.18%

該当なし

該当なし

当期純利益の増

該当なし

該当なし

該当なし

該当なし

24,692,627 23,362,887 22,363,403

1,841,183 1,787,481 1,962,980

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

固定資産 15,734,982 15,177,907 14,746,226 ▲ 2.84%

　うち有形固定資産 29,905

前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

該当なし

評価・換算差額等 0 0 0 ― 該当なし

当期純利益の増

職員人件費や退職金引当金の増等

該当なし

区画整理事業交付金の増等

分譲事業資産等評価損の増等

営業外収益の増等

有形固定資産売却益の増

固定資産減損損失の減等

0 0 ―

該当なし

該当なし

該当なし

▲ 6.94% 該当なし
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和７年度）

１１　借入金等残高等の状況 （単位：千円又は％）

各年度の借入金等

各年度の償還金等

借入金等決算残高 ①＋②

経営難を理由としたもの ①＝③＋⑤＋⑦

それ以外のもの ②＝④＋⑥＋⑧

県 ③＋④

経営難を理由としたもの ③

それ以外のもの ④

県以外の行政 ⑤＋⑥

経営難を理由としたもの ⑤

それ以外のもの ⑥

民間その他 ⑦＋⑧

経営難を理由としたもの ⑦

それ以外のもの ⑧

県による損失補償等の額※ ⑨＋⑩

経営難を理由としたもの ⑨

それ以外のもの ⑩

※　損失補償等とは、損失補償、損失てん補又は債務保証です。

１２　総収入と県の財政支出等の状況

（１）総収入と県の財政支出等 （単位：千円又は％）

総収入 ①＝②～⑥の和

運用益収入 ②

会費収入 ③

寄附収入 ④

行政からの委託料等収入 ⑤

その他収入（②～⑤以外） ⑥

県の財政支出 ⑦＝⑧＋⑨＋⑩

対総収入割合 ⑦÷①

委託料 ⑧

対総収入割合 ⑧÷①

補助金・交付金・負担金 ⑨

対総収入割合 ⑨÷①

その他（⑧⑨以外） ⑩

対総収入割合 ⑩÷①

有価証券等損益 ⑪＋⑫

有価証券等評価損益（含み損益） ⑪

売却・償還・配当等損益（実損益） ⑫

（２）県からの財政的な支援（借入金及び損失補償等を除く） （単位：千円）

項 目
前々年度決算

（R4年）
前年度決算
（R5年）

直近決算
（R6年）

直近増減率
対前年度比

項 目

項　目

運営費補助

赤字補填等

経営難を理由とした追加出資又は出捐

99.93%

―

19.60%

4,248 4,206 8,409

0 0 0

974,879 811,682 970,766

0 0 0 ―

前々年度決算
（R4年）

前年度決算
（R5年）

保有・運用中の有価証券等の取得額

直近増減率
対前年度比

3,992,582 3,945,511 4,168,883 5.66%

0 0 ―

23,795,932 22,411,933 ▲ 5.82%

12,015,200 11,013,934 10,012,667 ▲ 9.09%

0 0 0 ―

1,383,999 1,383,999 1,383,999 0.00%

0 0 0 ―

25,179,931

0 0 0 ―

13,164,731 12,781,998 12,399,266 ▲ 2.99%

0 0 0 ―

4,744,617 4,744,617 4,744,617 0.00%

0 0 0 ―

借
入
・
償
還
先
の
内
訳

16,759,817 15,758,551 14,757,284 ▲ 6.35%

12,015,200 11,013,934 10,012,667 ▲ 9.09%

8,420,114 8,037,381 7,654,649 ▲ 4.76%

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

8,420,114 8,037,381 7,654,649 ▲ 4.76%

0.00% 0.00% 0.00% ―

11,447 10,353 ▲ 9.56%

0.35% 0.29% 0.25% ▲ 0.04%

3,013,455 3,129,623 3,189,708 1.92%

直近決算
（R6年）

3,013,455 3,129,623 3,189,708 1.92%

75.48% 79.32% 76.51% ▲ 2.81%

県
の
財
政
支
出
の
内
訳

2,999,586 3,118,176 3,179,355 1.96%

75.13% 79.03% 76.26% ▲ 2.77%

13,869

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

直近４年度前
（R2年）

直近３年度前
（R3年）

前々年度
（R4年）

前年度
（R5年）

直近決算
（R6年）

5,647,737

資
金
運
用
等

4,248 4,206 8,409 99.93%

0 0 0 ―

4,248 4,206 8,409 99.93%

4,651,440 4,825,887 3.75%
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